
  
青森県建築物耐震判定委員会設置要綱 

 
（平成９年４月２３日 社団法人青森県建築士事務所協会制定） 

 
（目 的） 
第１条 この委員会は、建築物の耐震診断又は耐震改修を実施する者の依頼によ

り、耐震診断の準備計算、入力データの適否、出力結果の評価及び考察並びに

耐震改修計画について判定を行うことで耐震診断及び耐震改修の技術水準の

向上に寄与することを目的とする。 
 
（名 称） 
第２条 この委員会は、一般社団法人青森県建築士事務所協会（以下、「事務所協

会」という。）に設置し、その名称を青森県建築物耐震判定委員会（以下、「判

定委員会」という。）と称する。（い） 
 
（判定内容） 
第３条 耐震診断及び耐震改修の内容に関する基本的な考え方の統一化を図る

ため、次の事項について審査・判定を行う。 
（１） 解析時の部材のモデル化等を含め診断方法の適否の判定 
（２） 診断結果の評価の適否の判定 
（３） 総合的な見地からみた考察の適否の判定 
（４） 耐震改修計画の適否の判定 
（５） その他の、耐震診断及び耐震改修に関し必要と認める事項 
 
（判定委員会の構成） 
第４条 判定委員会の構成は、原則として外部の学識経験者等の占める構成比は

過半とし、一般社団法人青森県建築士事務所協会会長（以下、「会長」という。）

が委嘱する委員で構成（別表１）するものとする。（い）（ろ） 
２ 判定委員会の委員は３名以上とする。（い）（ろ） 
３ 会長が必要と認める場合は、行政機関の職員を、判定委員会のオブザー 
 バーとして招集することができる。（ろ） 

 
（判定委員会の成立） 
第５条 判定委員会は、前条第１号の委員（別表１）の半数以上の出席を得なけ

れば開催することはできない。（い） 
 
（委員長及び副委員長） 
第６条 判定委員会には、委員長及び副委員長を置く。 
２ 委員長及び副委員長は、判定委員会において選出する。 

 
（委員長及び副委員長の職務） 
第７条 委員長は、判定委員会の議長として会を主宰する。 



 ２ 委員長は、判定委員会を必要に応じ招集する。 
 ３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理 

する。 
 
（委員の任期） 
第８条 委員の任期は、２年間とする。ただし、再任を妨げない。（い） 
 ２ 交代又は増員による場合は、前任者又は現任者の残任期間とする。（い） 
 
（ワーキング委員会） 
第９条 会長は、判定委員会の審査・判定を効率的に進めるため、判定委員会 
の中にワーキング委員会を設置する。その構成（別表２）は次に掲げるワーキ

ング委員とし、その委嘱は会長が行う。（い） 
（１） 一級建築士の資格を持ち、かつ建築物構造の専門的知識を有する者で別

表２に掲げる者（い） 
（２） その他会長が認める者（い） 
  
２ ワーキング委員会については、第６条から第８条までの規定を準用する。 

   この場合において、これらの規定中「判定委員会」とあるのは、それぞれ

「ワーキング委員会」と読み替えるものとする。（い） 
 
（庶 務） 
第１０条 判定委員会の庶務は、事務所協会の事務局において処理する。 
 
 
（その他） 
第１１条 この要綱に定めるほか、判定委員会の運営等に関する必要な事項は、

別に定める。 
 
附 則 
 この要綱は、平成９年５月１日から施行する。 
平成１９年８月 １日一部改正（い） 

    平成２１年４月 １日一部改正（第４条及び第９条に掲げる別表１、別表２） 
平成２４年５月２９日一部改正（第９条に掲げる別表２） 
平成２５年４月 １日一般社団法人へ名称変更 
平成２６年８月２６日一部改正（ろ） 
平成３１年４月 １日 青森県建築物耐震判定委員会設置要綱へ名称変更と一 

部改正（第４条及び第９条に掲げる別表１、別表２）  
及び青森県木造建築物耐震診断判定委員会要綱を併せ

て実施する。 
 令和 ２年 ８月２４日 一部改正(第４条第２項及び第４条に掲げる別表１) 
 

 



青森県建築物耐震判定委員会運営要領（は） 
（平成９年４月２３日 社団法人青森県建築士事務所協会制定） 

 
（趣 旨） 
第１ この要領は、青森県建築物耐震判定委員会設置要綱（以下「要綱」という。）

第１１条の規定に基づき、青森県建築物耐震判定委員会（以下、判定委員会と

いう。）の運営等に関する必要な事項を定め判定作 
業の迅速化、統一的判定内容の保持等を図るため、その取り扱いを定めるも 
のとする。（い）（は） 

 
 
（判定委員会の業務範囲） 
第２ 判定委員会の業務範囲は、次の各号の一に該当するものについて適用す 
る。 
（１） 地方公共団体が発注する建築物（以下「公共団体発注物件」という。）の  

耐震診断の方法及び内容等の審査・判定 
（２） 地方公共団体以外の者が発注する建築物（以下、「事業者発注物件」とい

う。）の耐震診断の方法及び内容等の審査・判定 
（３） 公共団体発注物件及び事業者発注物件の耐震改修計画に伴う耐震性能 

の審査・判定 
（４） その他、一般社団法人青森県建築士事務所協会会長（以下、「会長」とい

う。）が必要と認めるもの。 
 
（審査・判定方法） 
第３ 耐震診断及び耐震改修の審査及び耐震改修に関する指針（平成７年１２ 
月２５日付け建設省告示第２０８９号、以下「指針」という。）、指針の運用 
について（平成７年１２月２７日付け建設省住指発４４６号）及び指針に係 
る認定について（平成８年３月１２日付け建設省住指発第７４号）等に基づ 
いて行うものとする。（い） 

  
２ 審査・判定の内容は、要綱第３条に定めるところによる。 

 
 ３ 審査・判定の正確性を期するため、耐震診断チェックリストを別に定める 

ものとする。 
  
４ 判定については、委員の合議により決定するものとする。（ろ） 

  
５ 委員が自ら若しくは委員が所属する法人等が関わった案件については、委

員は当該要件の審議に加わらないものとする。（ろ） 
 
（判定委員会の開催） 
第４ 判定委員会の開催は、必要に応じ会長が委員長に開催を要請し、委員長 
  



はこれを招集するものとする。 
 
 

（判定委員会の同意の方法） 
第５ 判定委員会の同意は、次の方法により行うものとする。 
（１） 耐震診断又は耐震改修の審査・判定の依頼があった場合、会長は第２に     

該当するか否かを判断し、適合すると認めたときは、判定委員会に諮問し

意見を求めるものとする。 
 

（２） 委員長は、会長から諮問があったときは各委員を招集し、第３の審査・ 
判定方針に基づき検討及び調整を行い、判定委員会の意見として会長に 
答申するものとする。 

     ただし、検討の段階で不適合箇所が生じている場合は、再検討すべき 
箇所を明示した再検討通知書を判定依頼者に送付するものとする。 

 
 
（議事録） 
第６ 検討及び調整段階の審査意見は議事録として作成し、これを保管するも 

のとする。 
 
附 則 
 この運営要領は、平成９年５月１日から施行する。 

   平成１９年８月 １日一部改正（い） 
平成２５年４月 １日一般社団法人へ名称変更  
平成２６年８月２６日一部改正（ろ）        

平成３１年４月 １日一部改正（は）青森県建築物耐震判定委員会運営要領へ      

名称変更及び青森県木造建築物耐震診   

断判定委員会運営要領を併せて実施す

る。 

 


